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○
環
境
省
告
示
第
百
四
十
五
号

金
属
等
を
含
む
産
業
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
五
号
）
第
四
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
産
業
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
金
属
等
の
検
定
方
法
（
昭
和
四
十
八
年
二
月
環
境
庁
告
示
第
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

環
境
大
臣

大
塚

珠
代

第
二
の
表
第
三
号
下
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

第
一
の
一
に
掲
げ
る
検
液
に
あ
っ
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
（
二
〇
〇
八
）
の
五
十
五
に
定

め
る
方
法
（
海
洋
投
入
処
分
を
行
お
う
と
す
る
無
機
性
の
汚
泥
に
係
る
検
液
に
あ
っ
て
は
、
日
本
工
業
規

格
Ｋ
〇
一
〇
二
（
二
〇
〇
八
）
の
五
十
五
・
一
に
定
め
る
方
法
を
除
く
。
）

ロ

第
一
の
二
及
び
三
に
掲
げ
る
検
液
に
あ
っ
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
（
二
〇
〇
八
）
の
五
十

五
に
定
め
る
方
法
（
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
（
二
〇
〇
八
）
の
五
十
五
・
一
に
定
め
る
方
法
に
あ
っ

て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
（
二
〇
〇
八
）
の
五
十
五
の
備
考
一
に
定
め
る
操
作
を
行
う
も
の
と
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す
る
。
）


